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こうとう区報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、感
染防止対策にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか主催者へ直接お問い合わせください。

　
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
し
引

き
）
が
₁₂
月
か
ら
始
ま
る
方
へ
変
更

通
知
書
を
お
送
り
し
ま
し
た
。

　
₁₁
月
期
ま
で
は
普
通
徴
収
（
納
付

書
等
で
の
お
支
払
い
）
で
納
め
て
い

た
だ
き
、
₁₂
月
期
以
降
は
特
別
徴
収

に
変
更
と
な
り
ま
す
。

　
介
護
保
険
は
皆
さ
ん
の
納
め
る
保

険
料
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
納
付

方
法
は
「
特
別
徴
収
」
と
「
普
通
徴

収
」
の
₂
通
り
あ
り
ま
す
が
、
介
護

保
険
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

本
人
の
希
望
に
よ
り
選
ぶ
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

﹇
特
別
徴
収
﹈

　
年
金
差
し
引
き
で
納
め
て
い
た
だ

く
方
法
で
す
。
老
齢
・
退
職
年
金
お

よ
び
遺
族
年
金
等
を
年
額
₁₈
万
円
以

上
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
こ
ち
ら

の
方
法
に
な
り
ま
す
。

﹇
普
通
徴
収
﹈

　
₆₅
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
方
、
他

の
区
市
町
村
か
ら
転
入
さ
れ
た
ば
か

り
の
方
、
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら

な
い
方
が
、
口
座
振
替
や
納
付
書
に

よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
方
法
で
す
。

保
険
料
の
支
払
い
が

困
難
な
方
は
ご
相
談
を

　
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
と
、
滞

納
期
間
に
応
じ
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
際
に
自
己
負
担
が
引
き

上
げ
ら
れ
る
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ
、

サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
負
担
増
と
な
る

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で

昨
年
よ
り
₃
割
以
上
収
入
が
減
少
し

た
方
や
、
納
付
が
困
難
な
方
は
減
免

や
分
割
に
よ
る
納
付
方
法
も
あ
り
ま

す
の
で
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

徴
収
嘱
託
員・コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

　
徴
収
嘱
託
員
が
保
険
料
未
納
世
帯

を
直
接
訪
問
し
ま
す
（
嘱
託
員
は
身

分
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
）。
外
出

が
困
難
で
訪
問
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

介
護
保
険
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
区
で
は
、
行
政
手
続
き
の
オ
ン
ラ

イ
ン
化
を
順
次
進
め
て
お
り
、
電
子

申
請
の
利
用
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
電
子
申
請
と
は
、
申
請
や
届
出
な

ど
の
行
政
手
続
を
、
パ
ソ
コ
ン
・
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て
、
自
宅
や

職
場
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
え

る
よ
う
に
す
る
も
の
で
す
。

　
電
子
申
請
で
あ
れ
ば
、
原
則
₂₄
時

間
、
3
6
5
日
い
つ
で
も
手
続
き
可

能
で
す
。
ま
た
、
受
付
や
審
査
の
状

況
、
結
果
等
に
つ
い
て
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
電
子
申
請
の
利
用
方
法
や
利
用
可

能
な
手
続
き
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問▢
情
報
シ
ス
テ
ム
課
Ｉ
Ｃ
Ｔ
戦
略

係

 

☎（
3
6
4
7
）9
3
6
7

 

℻（
3
6
4
7
）4
5
8
1

　「
こ
ど
も
が
言
う
こ
と
を
聞
か
ず

イ
ラ
イ
ラ
す
る
」「
子
育
て
が
思
う
よ

う
に
い
か
ず
辛
い
」「
家
族
は
わ
か
っ

て
く
れ
な
い
」
な
ど
、
誰
に
も
相
談

で
き
ず
に
イ
ラ
イ
ラ
や
不
安
を
抱
え

込
ん
で
い
ま
せ
ん
か
。
保
健
相
談
所

で
は
、
専
門
相
談
員
に
よ
る
個
別
ま

た
は
マ
マ
の
グ
ル
ー
プ
で
の
子
育
て

に
関
す
る
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

子
育
て
の
事
、
自
分
自
身
や
夫
婦
、

親
の
事
な
ど
、
お
子
さ
ん
と
離
れ
て

自
分
の
気
持
ち
を
話
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

　
利
用
時
間
中
は
保
育
士
が
別
室
で

お
子
さ
ん
を
保
育
し
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
実
施
方
法
、
日
時
に

つ
い
て
は
、
管
轄
の
保
健
相
談
所
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問▢
城
東
保
健
相
談
所

 

☎（
3
6
3
7
）6
5
2
1

 

℻（
3
6
3
7
）6
6
5
1

　
　
深
川
保
健
相
談
所

 

☎（
3
6
4
1
）1
1
8
1

 

℻（
3
6
4
1
）5
5
5
7

　
　
深
川
南
部
保
健
相
談
所

 

☎（
5
6
3
2
）2
2
9
1

 

℻（
5
6
3
2
）2
2
9
5

　
　
城
東
南
部
保
健
相
談
所

 

☎（
5
6
0
6
）5
0
0
1

 

℻（
5
6
0
6
）5
0
0
6

　
子
ど
も
会
は
、
少
年
キ
ャ
ン
プ
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、
こ
ど
も

た
ち
の
成
長
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
地
域

の
団
体
で
す
。
活
動
の
意
義
や
今
後

の
課
題
に
つ
い
て
一
緒
に
学
び
ま
せ

ん
か
。

時▢ 

場▢
下
表
の
と
お
り

人▢
子
ど
も
会
の
活
動
に
興
味
の
あ

る
方

費▢
無
料

締▢
地
区
ご
と
に
異
な
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

申▢
電
話
で
各
地
区
の
連
絡
責
任
者

へ問▢
青
少
年
課
地
域
連
携
係

 

☎（
3
6
4
7
）9
6
2
9

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
7
4

▲ 電子申請に
ついて

地区 日時 会場 テーマ 講師 連絡責任者

砂南
11／10（木）
18：30～
20：00

南砂区民館3階
第一洋室

（南砂6-8-3）

こどもの居場所づくり
～学校外のこどもの様子
について～

太田　智恵
（第四砂町小学校
校長）

佐藤　昌信
☎070-5570-
5534

西部
11／11（金）
18：45～
20：30

森下文化センター
第一・二研修室

（森下3-12-17）

「特撮」の夢を未来へ
～怪獣と変身は日本の文
化～

荻野　友大
（映像プロデュー
サー・ディレクタ
ー）

阿部　光城
☎090-1614-
7268

北部
11／19（土）
14：30～
17：00

小松橋区民館4階
第一・二洋室

（扇橋2-1-5）

おいしく食べて健康に！
～こどもたちに伝えたい
SDGsと食育の話～

福島　寛之
（食と健康のアド
バイザーハッピー
アイランド代表）

樫尾　研史
☎090-3081-
3096

南部
11／19（土）
18：30～
20：30

富岡区民館3階
ホール

（富岡1-16-12）

「地域で育む〝生きのびる
力〟」
～江東区ってこんなに素
敵！～

梶　恵一
（江東区青少年指
導員・江東区少年
団体連絡協議会常
任理事）

篠原　昌英
☎3641-2379

砂北
11／22（火）
19：00～
20：00

砂町区民館3階
ホール

（北砂4-7-3）

「おはなしかご」
～親がこどもにかける言
葉の魔法～

大竹　麗子
京谷　純一
☎090-7730-
2373

東陽
12／3（土）
13：00～
16：30

東陽区民館4階
タウンホール

（東陽3-1-2）
「青少年の健全育成につ
いて」ほか

佐藤　友信
（東陽小学校校長）
ほか

早坂　治子
☎3647-4762

ま
た
、
保
険
料
の
納
め
忘
れ
防
止
の

た
め
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
か
ら
電
話

に
よ
る
未
納
の
お
知
ら
せ
も
行
っ
て

い
ま
す
。

問▢
介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係

 

☎（
3
6
4
7
）9
4
9
3

 

℻（
3
6
4
7
）9
4
6
6

　食品ロスの約50％は「事業系食品廃棄物」で、主に飲食店で出る売れ残りや食べ
残しなどです。食品ロスを削減するためには、家庭だけでなく、事業者の取り組
みも不可欠です。
　区では、食べ残しなどの食品ロスを削減し、生ごみ減量の取り組
みをしている、またはこれから取り組もうとしている区内の店舗を

「江東区食べきり協力店」として認定し、その活動を広く紹介するこ
とで、食品ロスの削減を目指しています。ぜひご参加ください。

○ 取り組みについて区ホームページ、清掃
リサイクル課Facebookなどで紹介しま
す。

○ 登録証・登録店ステッカー・啓発ポスタ
ー等を提供します。

　区内で営業している飲食店（小売店も含
む）で、以下の項目のうち、いずれかの取り
組みを行っている店舗
〇小盛りメニュー等の導入
○ ポスター掲示等による食品ロス削減の啓

発活動の実施
○食べ残しを減らすための呼びかけ
○その他、食品ロス削減のための取り組み

　清掃リサイクル課、こうとう情
報ステーション（区役所2階）、清
掃事務所（潮見1-29-7）。区ホーム
ページからもダウンロードできま
す。

　登録申請書に必要事項を記入し、
〒135-8383区役所清掃リサイクル
課（区役所隣防災センター6階6番）
へ郵送またはファクス、メール、
持参で☎3647-9181、℻5617-5737
ｅ▢ seisourecycle@city.koto.

lg.jp

登録店舗には

対象店舗、登録要件

登録申請書配布場所

登録方法

▲ 区ホーム
ページ

1面つづき


